
地域通貨「蓮」の払戻しは12月28日㈮まで 受付は市民プラザ３階「あいまち門真ステーション」　※時間は午前10時～午後５時。木曜日、祝日を除く

年末年始のごみ収集について
　年末年始のごみ収集は暦通りの収集となりますが、下記の地
区は、ごみ収集日の間隔が普段より長くなります。
ご迷惑をおかけしますが、ごみの減量化へのご協力と、ごみカ
レンダーを参考に決められた日に決まったごみを出すようにお
願いします。
　なお、粗大有料ごみについては12月31日㈪～31年１月11日㈮
まで収集がありませんのでご注意ください。
問合先　クリーンセンター業務課　☎０６(６９０９)００４８

いくつになっても
元気で楽しく過ごしましょう
11月11日は介護の日

フレイルを
　　ご存じですか？

みんなで「いきいき百歳体操」しましょう～通いの場の交流会～

水道料金を引き下げ

上馬伏４号配水池が完成

いきいき百歳体操を始めたい人へ自立支援型地域ケア会議が
始まります

　大阪府の健康寿命は全国で男性43
位、女性47位と低く、その中でも門
真市は府内43市町村中、男性42位、
女性43位と、ほぼ最下位です。
　健康寿命とは日常の生活動作が自
分自身でできる期間のことを言いま
す。日本人の平均寿命（男性81.09
歳、女性87.26歳）と健康寿命は10
年もの期間があいていると言われて
おり、その差を少なくすることが大
切です。
問合先　高齢福祉課
　☎０６(６９０２)６１７６

とき　11月16日㈮午後２時～４時
※事前申込不要
ところ　総合体育館
費用　無料

持ち物
　運動しやすい服装、上靴、飲み物、おもり
※おもりは持っている人のみ持参。初めての

人は貸出

　条件を満たす通いの場におもりとDVDを無料で貸し
出します。最初の４回は地域包括支援センター職員が
お手伝いに伺います。近所の仲間やグループで活動を
希望する人はご連絡ください。
始める条件
◦概ね65歳以上の人が５人以上集まる
◦週１～２回集まり、３カ月以上継続
用意する物
◦体操をする場所（公民館や集会所など）
◦テレビ、映像を流す機材
◦人数分の背もたれ椅子

　30年度から府のモデル事業として、自立支
援型地域ケア会議を開催します。この会議で
は、介護サービス利用者のケアプランについ
て、ケアマネジャーや理学療法士、作業療法
士、栄養士などの多職種が一緒に検討します。
住み慣れた地域で自立した生活を続けること
ができるよう、効果的な介護サービスにつな
ぐことで利用者を元
気にし、要介護状態
の重症化予防に努め
ます。

　フレイルとは、年齢を重ねる中で、運動
や認知機能など心身の活力が低下した状態
で、健康と要介護状態の間に位置していま
す。これを放置すると、要介護状態になっ
てしまいますが、予防することで健康な状
態を取り戻すことができます。
　また、健康寿命を延ばすためには「フレ
イル」の予防が一番です。

　フレイルを予防するためには、運動、栄養、社会参加が
大切です。ご自身の生活を見直すとともに、お住まいの地
域包括支援センターで介護予防教室を開催していますので、
ぜひご参加ください。

❶ １年で体重が４～５キログラム減少
❷ 疲れやすくなった
❸ 筋力（握力）が低下
❹ 歩くのが遅くなった
❺ 身体の活動量が減った

■１～２項目該当
　…プレフレイル
　 （フレイルの前段階）

■３項目以上該当
　…フレイルの疑い

小学校区 相談先

門真みらい 門真第１地域包括支援センター
☎０６(６７８０)０８０８

門真・速見 門真第２地域包括支援センター
☎０６(６９０６)７０７７

大和田・古川橋・上野口 門真第３地域包括支援センター
☎０７２(８００)０８２５

四宮・沖・北巣本・五月田 門真第４地域包括支援センター
☎０７２(８８７)６５４０

脇田・砂子・二島・東 門真第５地域包括支援センター
☎０７２(８８３)３３３４

地区 ごみの種類 12月の最終収集日 次回の収集日

Ａ地区

ペットボトル 12月19日㈬ 31年１月16日㈬
※約１カ月の間隔があきますＤ地区

Ｆ地区

Ｂ地区 古紙・古布

12月５日㈬ 31年２月６日㈬
※約２カ月の間隔があきますＣ地区

小型ごみ
Ｅ地区

フレイルかどうかチェックしましょう

　「通いの場」とは、介護予防を目的に、みんなで活動内容を決めて
定期的に活動している場をいいます。１人では続けられないことも、み
んなと一緒なら続けることができます。通いの場を通じて、仲間づくり
や地域の助け合いの輪につながります。
　現在、通いの場の活動として「いきいき百歳体操」を推進してい

ます。この体操は椅子に座り、映像を見ながらおもりをつけた
状態で行います。筋力をつけることで日常生活が楽にな

り、転倒しにくくなります。

　10月１日から水道料金を引き下げました。引き下げ額は、標準的な
世帯で121円（２カ月分）で、１年間に換算すると726円の引き下げに
なります。なお、料金引き下げ後、最初の水道料金は検針日により日
割り計算した金額で請求します。
※下水道使用料は改定なし
問合先　上下水道局お客さまセンター　☎０６(６９０３)８１４９

　門真市水道事業ビジョンに基づき、耐
震性のある配水池を建設しました。配水
池の貯水量は6000立方メートルで、災害
時の飲料水の確保が図られました。
　今後も安心・安全な水道水を供給でき
るよう、施設の耐震化を推進してまいり
ます。
問合先　上下水道局工務課
　☎０６(６９０３)２１２４

　誰でもいきいき百歳体操を体験できます。興味のある人はぜひご参加ください。

問合先　くすのき広域連合門真支所　☎０６(６７８０)５２００

※普通ごみはすべての地区で１週間の間隔があきます

拡げよう「通
か よ

いの場」
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